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西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

　最近、県内の事業所を訪問し、消火薬剤の詰め替えやボ
ンベの取り替えなどで法外な代金を請求する悪質消防設備
点検業者が横行しています。
　彼らの標的は、工場・作業所・事務所ビル・スーパー・
小売店・学校・病院・マンションなど、あらゆる事業所で
す。しかも、消火器の点検に詳しくない従業員を狙って契
約させ、高額な請求、料金返却の拒否、支払の強要などが
続出しています。
　不審な点がある場合は、消防本
部予防課（℡0897－56－0251）へ
ご連絡ください。

 
①　前日もしくは当日に、契約業者を装って電話をか
　けてくる。
②　訪問した時も、契約業者のように振る舞う。
③　内容を説明せず、早急に契約書への署名・押印を
　求める。
④　点検を承諾させると素早く作業に着手し、既成事
　実を作ろうとする。

①　担当者以外は、契約書に署名・押印をしない。
②　契約の前に必ず記載内容をよく確認し、見積書の
　請求をする。
③　社員証・消防設備士の免状などの提示を求め、身
　元を確認する。その際、氏名、住所、連絡先を確認
　し、コピーまたはメモなどで残しておく。
④　契約業者がある場合は、契約業者に連絡して確認
　する。
⑤　従業員などに消火器（消防用設備等）の点検実施
　日を周知しておく。
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